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住民の孤立化を防ぐ “地域防災”

狙いを理解しよう！

日常の一人ひとりの行動が

地域防災力向上につながる！！

12月7日

くらしの防災 第7回

第2層協議体 N.S.Cぽつぽつ隊
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１．地域防災の想定される活動（現状と今後）

２．東大和市地域防災計画の概要（R6年素案）

３．防災協議会※の防災活動（現状）

４．東大和市、防災協議会に今後お願いしたい活動

ぽつぽつ隊が認識している活動

※ 防災協議会（南街・桜が丘地域防災協議会）

目次

ぽつぽつ隊の思い

＜今回説明の趣旨＞ これまで「最小限の自助活動」を中心に説明してきましたが、

■全住民が同じ意識、同じ行動をとらないと意味が無い（特に火災）

■被災直後の救援活動やライフラインが長期停止した場合の救援活動では、やはり共助・公助が重要であるこ

とは、言うまでもありません。

とは言うものの、現在共助・公助活動はどのように制度化され、全住民にも共有されているのか、また自助活動につい

てもどのように全住民に意識と行動を共有してもらうのかが、もやもやしています。

この問題に対してすべて説明することは出来ませんが、現状の活動の内容・狙いをわかる範囲でご説明し、今後更に

追加して欲しい活動とその進め方について各自ご検討いただくキッカケになればを考えます。

まず、被災時全住民、共助・公助の行動として認識している内容を示し（目次１）、次に東大和市、防災協議会

の活動状況の概要を知っていただき（目次2, 3）、今後更に共助・公助としてお願いしたい活動（目次４）を示

します。 今後の進め方等については全く白紙です。皆さんのご意見・ご要望などいただけると幸いです。

問合せ： 高齢者ほっと支援センターなんがい 岡部 042-566-8133
ぽつぽつ隊員 岡田 ＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊

大村 080-3171-8124 masaru1omura@gmail.com



地域

被災からの
時間経過

3日（72時間） 7日

市

避難所

近隣
自治会

自治会

自宅
(自治会会員)

自宅
(会員以外)
(自治会無)

（インフラ復旧）

地域
連携
共助

地域
連携
共助

各
自治会
共助

自治会
内共助

自助

自助

各自治会ボランティア活動
（自治会内・外 要支援者への救助・支援）

避難所開設〜日々の運営

近隣避難所へ

在宅避難

日常備蓄枯渇した在宅避難世帯へ
支援物資を配布

・・・

近隣避難所から帰宅

・・・
支援物資を各避難所へ配布

近隣避難所へ

在宅避難

・・・

近隣避難所から帰宅

（１）日常／被災時 予防／応急対策マップ

・火を出さない
・家屋倒壊、家具転倒させない
・日常備蓄
・トイレの備え

・火を出さない
・家屋倒壊、家具転倒させない
・日常備蓄
・トイレの備え

地域連携ボランティア活動
（避難所開設〜日々の運営支援）

日常備蓄枯渇 ➡ 近隣避難所から支援物資を配布

日常備蓄枯渇 ➡ 近隣避難所から支援物資を配布

地域ボランティア活動
（要支援者への救助・支援）

見守り協力員
民生委員

＜現状及び今後実施すべき対策＞ 自治体の役割

自治体＋地域防災協議会
が統括すべき役割

自治会の役割

地域連携ボランティア活動
（避難所開設〜日々の運営支援）

自治会ボランティア活動
（自治会内・外 要支援者への救助・支援）

➀宿泊空間設置（段ボール／テント・・・）
➁簡易トイレの指導（ビニル便袋、凝固剤・・・）
③支援物資配給
④高齢者、障がい者への配慮

（参考）
大田区は実施中
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・(400)世帯以上のマンションは避難所への避難禁止
(参考) 東京とどまるマンション普及促進事業

（参考）
大田区実施中

１．地域防災における想定される活動（現状と今後）

在宅避難者の孤立化を防ぐ自助力アップにより、被災時「共助」の力となる

ぽつぽつ隊が認識している活動

私

私



地域

被災からの
時間経過

3日
（72時間）

7日

市

避難所

近隣
自治会

自治会

自宅
(自治会会員)

自宅
(会員以外)
(自治会無)

（インフラ復旧）

地域
連携
共助

地域
連携
共助

各
自治会
共助

自治会
内共助

自助

自助

避難所開設〜日々の運営

近隣避難所へ

在宅避難

日常備蓄枯渇した在宅避難世帯へ
支援物資を配布

支援物資を各避難所へ配布

近隣避難所へ

在宅避難

（２）地域防災力向上活動 ー 共助・公助として期待する役割 ー

・火を出さない
・家屋倒壊、家具転倒させない
・日常備蓄
・トイレの備え

地域連携ボランティア活動
（避難所開設〜日々の運営支援）

日常備蓄枯渇 ➡ 近隣避難所から支援物資を配布
地域ボランティア活動
（要支援者への救助・支援）

地域連携ボランティア活動
（避難所開設〜日々の運営支援）

（被災時）

（日常）

各自治会内ボランティア活動
（自治会内要支援者への救助・支援）

自治体の役割

自治体＋地域防災協議会
が統括すべき役割

自治会の役割

・火を出さない
・家屋倒壊、家具転倒させない
・日常備蓄
・トイレの備え

自治会内ボランティア活動
（自治会内要支援者への救助・支援）

・・・

・・・
日常備蓄枯渇 ➡ 近隣避難所から支援物資を配布

在宅避難世帯への支援物資配給マニュアル化と指導
・全住民

要支援者救援活動のマニュアル化と指導
((近隣)自治会)
・全住民

最小限の「自助」活動 マニュアル化と指導
・全住民
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N世帯以上のマンションからは避難しない様指導
・該当マンションへの在宅避難指導

(「東京とどまるマンション」制度)

共助・公助として
期待する役割

避難所設営の方式をマニュアル化し指導
・自治会会員
・会員以外
・自治会が無い地域住民

・全住民

要支援者救援活動のマニュアル化と指導
(民生委員、見守り)
・自治会が無い地域住民

連携



２．東大和市地域防災計画（素案）

（１）震源設定

（２）被害の概要
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令和4年度に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定」では、発生

確率が約70％とされる南関東地域で発生するマグニチュード7.0クラスの5つの地

震、発生確率が約0.5〜2％とされるマグニチュード7.4の立川断層帯地震、マグ

ニチュード8〜9クラスの2つの海溝型地震について被害予測が行われた。

これらの地震のうち、当市に大きな被害をもたらす地震は多摩東部直下地震

（M7.3）と立川断層帯地震（M7.4）で、発生確率が高いのは多摩東部直

下地震である。

当市に大きな被害をもたらし、かつ発生確率が高い多摩東部直下地震（M7.3）

の予測被害量は次表のとおりで、建物の全壊253棟、負傷者300人以上、避難

者1万人以上である。

尚、平成24年の予想結果と比べて被害量は全般的に大幅に減少したが、エレベー

タの閉じ込め台数は増加した。

被害想定

令和6年12月修正版から抜粋
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（３）被害軽減と都市再生に向けた減災目標
・主な項目のみ抜粋
・詳細は＜参考資料＞参照のこと（４）予防対策

ア．自助による市民の防災力向上

①市民による自助の備え（市民）

・避難所、避難経路等の確認及び情報収集方法の確認

・避難行動要支援者がいる家庭における、個別避難計画の作成し

計画書を避難支援等関係者への事前提供するなどの備え

・日常備蓄の実施

②防災意識の啓発（市、消防署）

・要配慮者の把握及び、避難行動要支援者名簿個別避難行動

計画を作成

③防災教育の充実（市、消防署）

④防災訓練の充実（市、消防署）

⑤外国人支援対策（ 市 ）

イ．地域による共助の推進

①自主防災組織による地域防災力の醸成（自主防災組織）

・情報伝達、初期消火、救助、応急救護、避難等の訓練実施

・資機材の整備、非常食、簡易トイレ等の備蓄

・地域内の危険個所を点検・把握し地域住民に周知

・地域内の避難行動要支援者の把握及び個別避難計画等の

支援体制の整備

②自主防災組織の充実（市、消防署）

ウ．マンション防災における自助・共助の構築（都、マンション管理組合等）

・在宅避難の必要性と「東京とどまるマンション」制度を周知

・排水管等の修理が終了していない場合は、トイレを使用不可となること

を踏まえた携帯トイレ・簡易トイレの準備推進

（ ）活動の主体
市は次のとおり、震災に対する減災目標を定め、それぞれの「目標を達成するため
の施策」に基づいて、市民、都、事業者等と協力して対策を推進する。
具体的な施策の内容については、本計画の該当箇所に定めることとする。

東京都地域防災計画（令和5年修正）では、首都直下地震等による東京の
被害想定（令和4年公表）を踏まえ、新たな減災目標として2030年年度まで
に首都直下地震等による人的・物的被害を概ね半減させることを掲げた。

市においても、都と一体となって効果的な防災対策をを推進するため、具体的な
3つの減災目標を定め、市民、事業者、関係機関と協力して「目標を達成する
為の施策」を推進していく。

【東大和市の減災目標】
2030年度（令和12年度）までに、多摩東部直下地震による人的・物的
被害を概ね半減する。

【目標１】 建物の倒壊や地震火災による死者を半減
建物全壊や地震火災等による死者20人を10人にする。

【目標２】 住宅の倒壊や火災による避難者を半減
住宅の倒壊や火災による避難者10,841人を5,420人にする。

【目標３】 建物の全壊、地震火災の焼失を半減
ゆれ・液状化等による建物全壊、地震火災による焼失615棟を
307棟にする。
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（５）応急対策

ア．自助による応急対策の実施

①市民自身による応急対策（市民）

・地震発生数日間は、上下水道・ガス・電気・電話等ライフラインを

はじめ、食料の供給が途絶える可能性が高いため、在宅避難を実施。

②外国人の情報収集等に係る支援（市、社会福祉協議会）

イ．地域による応急対策の実施（自主防災組織）

・避難行動要支援者等の避難支援

・避難所運営

・自治体及び関係機関の情報伝達

ウ．マンション防災における応急対策の実施（都、マンション管理組合等）

・集会所等を利用した避難所運営

・在宅避難継続のためのマンション居住者への支援

エ．消防団による応急対策の実施（消防団）

オ．事業所による応急対策の実施（事業者）

カ．ボランティア活動との連携

（つづき）

エ．消防団の活動体制の充実（市、消防団）

オ．事業所による自助・共助の強化

①事業者の防災力の向上（事業者）

②事業所自衛消防隊活動能力の充実・強化（消防署）

③事業所の防災力向上に向けた指導（消防署）

カ．ボランティアとの連携

①一般ボランティアの活動支援と災害ボランティアセンターの体制整備

（市、都）

②東京都防災ボランティア等との連携（ 市 ）

③交通規制支援ボランティアとの連携（警察署）

④東京消防庁災害時支援ボランティアとの連携（消防署）

⑤赤十字ボランティアとの連携（日本赤十字）

キ．市民・行政・事業所等の連携（ 市 ）

・地域の自主防災組織、事業所、ボランティア等が相互に連携するため

の協議会の設置や情報連絡体制の確保等、協力体制の構築を推進

・避難行動要支援者の人命安全確保のため、寝たきりや一人暮らしの

高齢者等に対する自主防災組織や近隣住民の協力体制づくりを推進

・地域住民、自主防災組織、関係施設及び関係機関と連携した防災

訓練を実施

・主な項目のみ抜粋
・詳細は＜参考資料＞参照のこと



8

３．南街・桜が丘地域防災協議会の活動内容（現状）

（１）南街・桜が丘地域とは

• 桜が丘地域：日立航空機（陸軍エンジンの生産工場)

（東大和市駅から玉川上水駅迄；校正会霊園迄工場)

• 南街地域：工場の住宅地（昭和16年頃整備；道路は碁盤の目、上下水道完備）

・ 住民は全国から流入し、人材的には種々の能力を持った集合地域となった

・ 自治会は100%加入（水道事業が市に移管する迄は）

• 南街 VS 本村地域の差別化

• 地番は南北の帯状（南街は正式地番では無い、市制で南街となった）

西より；芋窪、蔵敷、奈良橋、高木、清水、狭山

• 自治会名：栄1〜3、協和1〜3、末広1〜2、大和通り、親和（旧南街地域）

• 学校 ：大和小学校、中学校、大和小学校分教場（南街）

• 桜が丘のマンション：約25年前にグランバサージュが建設今に至る

• 地域として地縁、血縁の全くない地域／地域を纏める何らかの方法が必要
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（２）南街・桜が丘地域の特徴

・ 地盤的には問題ない地域

・ 立川断層が近くにあるが、直下ではない

・ 天災に対して問題が少ない

津波、洪水、崖崩れ、液状化

・ 南街地域は家屋密集地域

市の人口の25%が狭い地域に居住している

・ 南街地域は高齢者が多い（老老防災）

・ 地震に関する地域危険度測定で高危険度と判定された

この為、当該地域は災害時に火災発生対応が必須である。
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（３）訓練の狙いと訓練・実習の内容

防災訓練は消火器の操作等の各種機器操作、救命処置訓練のみならず、

もっと重要なのは日常生活の中で体験している内容に多くの防災訓練要素が含まれております。

この面から見ますと、下記内容等も防災訓練の一部であるとお考え下さい。

■自助： 備蓄（食品、水、薬、医療、トイレ；ローテーション）

散歩（避難生活に耐える体力、避難経路の確認、危険構造物の確認）

家屋の防災対策、家屋内各種備品の防災対策

■共助： 隣近所との付き合い（コミュニケーションという備え）

自治会活動への積極的な参加（後継者の人材育成にもなる）

防災資機材の操作方法の確認

■防災訓練への参加： 東大和市役所、各団体の訓練への参加

防災資機材の操作方法の確認、防災講話の受講

以下関連事項をご説明を致します。



11

（４）南街・桜が丘地域の防災組織構成（現状）

• 南街・桜が丘地域には 「南街・桜が丘地域防災協議会」 が2008年4月に発足、

現在この地域の 21団体（南街地域；13、桜が丘地域８団体）で構成されています。

• 防災組織のある団体（7＋9＝16団体）

防災訓練の実施内容は格差が見受けられます。

・ マンション管理組合（桜が丘）：

西武東大和、 グランパサージュ、 東京ユニオン、 オーベルグランディオ、

森永、 タカギ青梅橋（自治会あり）、 タカギ第二青梅橋（自治会あり）

・ 木造地域（南街／桜が丘）：

栄1〜3、協和2／3、第1光ヶ丘、末広1、親和、プラウド地区

・ 防災組織の無いか活動休止中の団体（５団体）：

東和、ファインコート、新海道、末広2、大和通り
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二中

二小

二中

二小
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（５）南街・桜が丘地域防災協議会の概要

■ 全体組織

本協議会と各団体の関係は、トップダウンではなくボトムアップで活動する組織です。
■ 重点活動

▪避難所開設〜運営を中心とする 「地域防災訓練」 の企画〜実施
▪自治会を中心とする各地域の防災活動活性化の為の情報共有

2小、2中、都立東大和南高校による
避難所管理運営マニュアル 作成

各自治会／管理組合の防災規約に基づく
防災活動

● 地域防災訓練の企画〜実施
● 各自治会／管理組合間の情報共有

震災時の一時避難所
● 第２小学校
● 第２中学校
● 南街公民館
● 都立東大和南高校

南街・桜が丘地域防災協議会
情報入手

活動
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南街・桜が丘
地域防災協議会

北多摩西部
消防署

第七分団
長寿会

東大和警察

避難場所
東大和南高校

避難場所
南街公民館

避難場所
第二小学校

避難場所
第二中学校

市
防災安全課

市
市民生活課

東大和病院
ほっと支援センター南街

青少対

社会福祉協議会
PTA

関連機関



（６）2024年度 南街・桜が丘地域防災協議会 事業内容

ア．当協議会主催の各種防災訓練実施

(a) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練（第二小／第二中／同PTAとの共同事業） ：7月11日(木)

(b) 防災資器材の点検・操作訓練 ：7月13日(土) ；雨天中止；2月15日(土) 

(c) 第二中学校での避難所開設訓練（東大和市に協力） ：11月11日(月)

(d) 当地域防災協議会の総合防災訓練（第二小学校／第二中学校／同PTAとの共事業）：11月17日(日) 

イ．たんぽぽを中心とした新規事業の検討

(a) 講演会 ：7月5日 ；（南街自治会集会所）

(b) 視察研修 ：9月6日 ； 消防博物館／東京都庁

ウ．定例打ち合わせ ；役員会／たんぽぽ ：毎月第二火曜日

エ．放射線量の測定

(a) 地域の空間放射線量測定の継続 ：６月以降３カ月毎第二水曜日

15



（７）2024年度 南街・桜が丘地域防災協議会

加盟団体の自主防災訓練 実施(計画)状況（防災協議会把握分のみ）

(1) 親和自治会防災訓練 J:COMで放映 ：4月6日／7日

(2) 栄三丁目自治会給水キット操作訓練 ：6月1日

(3) 協和二自治会防災訓練 ：6月2日

(4) 協和二自治会防災訓練 ：6月2日

(5) プラウド地域美化運動 ：7月6日

(6) 第一光ヶ丘自治会防災訓練 ：9月29日

(7)  東京ユニオンガーデン防災訓練 ：10月26日

(8) 親和自治会防災セミナー ：11月10日

• 各マンションは法的に防災訓練が義務付けられている為、何らかの形で実施されていると思います。
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（８）2024年度 南街・桜が丘地域防災協議会

防災協議会主催 各加盟団体が参加した防災訓練実施内容

・ D型可搬ポンプ操作訓練

・ スタンドパイプ操作訓練、 スタンドパイプ給水訓練（南街公民館と共同）

・ 消火器操作訓練

・ 救命講習（AED、心肺蘇生、骨折、止血、気道異物除去、回復体位、新型コロナウイルス対応）

・ 家屋倒壊（ジャッキ操作）

・ 車椅子操作訓練

・ 地震対応（起震車使用）、VR体験（VR車使用）

・ 通話訓練（火災発生通知、救急車要請）

・ 避難所開設訓練（避難所建物の被害状況調査、ゾーン別避難訓練）

・ 炊出し訓練（α化米）、カンパンの試食

・ テント設営訓練

・ マンホールトイレ設営（ダン所ボールトイレの製作）

・ 備蓄倉庫保管品の確認（防災倉庫開錠訓練）

・ 防災無線機の操作訓練

・ 発電機操作訓練

・ 投光器操作訓練

・ 担架操作訓練（階段用担架、毛布担架含む）

・ チェーンソー操作訓練

・ 段ボールベッドの組み立て 17
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在宅避難世帯への支援物資配給マニュアル化と指導
・全住民

要支援者救援活動のマニュアル化と指導
((近隣)自治会、民生委員、見守り協力員）
・全住民

最小限の「自助」活動 マニュアル化と指導
・全住民

N世帯以上のマンションからは避難しない様指導
・該当マンションの全住民

(「東京とどまるマンション」制度)

４．市と南街・桜が丘地域防災協議会に今後お願いしたい活動

（既に推進中の活動があればご容赦ください）

避難所設営の方式設定と指導 (マニュアル化済み)
・自治会会員
・会員以外
・自治会が無い地域住民

・全住民

■被災時の避難所の混乱を軽減する為には必須
■大型マンション内での「自助」活動の向上を指導願いたい

＜左記活動に関する補足説明＞

■ライフラインが長期停止の場合、在宅避難者が孤立する可能性あり。
確実な救援物資配布のやり方を設定すべき

■減災の為には、全住民の「自助」活動が最重要。
■自治会の会員、会員以外、自治会の無いエリアの全住民を対象として、

最小限に絞った具体的な「自助」活動の教育の仕掛けが必要
(市、自治会、民生委員、見守り協力員、第2層協議体等との連携要)

ぽつぽつ隊の思い

＜今後お願いしたい活動＞

■避難所設営のマニュアルは作成済みとのこと
➡ マニュアルの公開と共有を図って欲しい

■避難所でやるべきこと、享受できることなどを明確に示して欲しい
■避難所トイレの使い方（簡易トイレの使い方）を明確に示して欲しい

■要支援者の登録方法、救援方法の明確化・実行は最重要
■自治会の会員、会員以外、自治会の無いエリアの全住民を対象にする

と、自治会の共助活動だけでなく、民生委員や見守り協力員などとの連
携活動が重要であり、マニュアル化が重要
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東大和市地域防災計画（素案） 令和6年12月修正版

目標達成するための施策（抜粋）

参考資料
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ア．自助による市民の防災力向上

①市民による自助の備え（市民）

予防対策
②防災意識の啓発（市、消防署）

特に重点と思われる活動
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③防災教育の充実（ 同上 ）
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④防災訓練の充実（ 同上 ） ⑤外国人支援対策（ 市 ）
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イ．地域による共助の推進

①自主防災組織による地域防災力の醸成（自主防災組織）

②自主防災組織の充実（市、消防署）

ウ．マンション防災における自助・共助の構築（都、マンション管理組合等）
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エ．消防団の活動体制の充実（市、消防団）

オ．事業所による自助・共助の強化

①事業者の防災力の向上（事業者）

②事業所自衛消防隊活動能力の充実・強化（消防署）

③事業所の防災力向上に向けた指導（消防署）



25

カ．ボランティアとの連携

①一般ボランティアの活動支援と災害ボランティアセンターの体制整備

（市、都）

③交通規制支援ボランティアとの連携（警察署）

②東京都防災ボランティア等との連携（ 市 ）

④東京消防庁災害時支援ボランティアとの連携（消防署）
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⑤赤十字ボランティアとの連携（日本赤十字）

赤十字エイドステーション（帰宅支援ステーション）

キ．市民・行政・事業所等の連携（ 市 ）
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応急対策

ア．自助による応急対策の実施

①市民自身による応急対策（市民）

イ．地域による応急対策の実施（自主防災組織）

ウ．マンション防災における応急対策の実施（都、マンション管理組合等）

②外国人の情報収集等に係る支援（市、社会福祉協議会）

自主防災組織は、自らの身の安全を図るとともに、事業所や地域防災力

の中核である消防団と連携し、発災初期における初期消火、救出救助、

応急救護活動等を実施する。
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エ．消防団による応急対策の実施（消防団）

オ．事業所による応急対策の実施（事業者）

カ．ボランティア活動との連携


